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受益証券等の直接募集等に関する規則第６条の３の考え方 

（高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン） 
 

平成25年12月19日制定 

平成28年10月13日改正 

令和 3年 7月 8日改正 

令和 8年 3月19日改正 

 

○「受益証券等の直接募集等に関する規則」（以下「直接募集等規則」という。）第６条の３（平成 25

年 12 月 19 日施行）に規定する「社内規則」の制定に係る考え方は、以下のとおりです。 

 

１．社内規則の制定 

Ｑ１：高齢顧客に限らず、顧客への投資勧誘に当たっては適合性の原則に則って行うべきものと考

えていますが、なぜ高齢顧客に限定して社内規則を定める必要があるのですか。 

Ａ：一般的に高齢者は、身体的な衰えに加え、記憶力や理解力が低下してくることもあるとされて

います。また、高齢者には新たな収入の機会が少なく、保有資産は今後の生活費であることも多

いと考えられます。見た目には何ら変化がなく、過去の投資経験が豊富な顧客で、勧誘時点にお

ける理解も十分であったと思える顧客が、数日後には自身が行った取引等を全く覚えていなかっ

たという事例も見られます。その結果、本人やその家族から苦情の申立てがなされ、あっせんや

訴訟となってしまうケースも生じています。そこで、高齢顧客に投資勧誘を行う場合には、適合

性の原則に基づいて、慎重な対応を行うため、各社の実情に応じた社内規則を定める必要があり

ます。 

なお、社内規則とは、各社で定める各種ガイドライン等も含むものとします（以下同じ。）。ま

た、社内規則は、規定すべき内容が満たされていれば、必ずしも独立した規則を作成する必要は

なく、既存の社内規則を適宜修正することで対応してもよいと考えます。 

 

Ｑ２：社内規則を定めるに当たり、どのような内容を規定すればよいですか。 

Ａ：投資信託等正会員（定款の施行に関する規則第２条第 15 号に定める投資運用会員のうち、同条

第 11 号に定める投資信託委託業者、同条第９号に定める投資法人資産運用業者及び同条第 13 号

に定める委託者非指図型運用業者をいう。以下同じ。）の業態や規模、投資信託により、高齢顧客

との取引の実態は異なるものと考えられます。従って、社内規則についても各社の実情に応じて

規定することになりますが、各社により高齢顧客への勧誘による販売に関する考え方が大きく異

なってしまうことは、複数の投資信託等正会員と取引を行う高齢顧客が戸惑うことにもつながり

かねないことから、ある程度目線を合わせることは必要であると考えます。 

そこで、社内規則を定めるに当たっては、少なくとも次に掲げる事項について、本「受益証券

等の直接募集等に関する規則第６条の３の考え方」（以下「本ガイドライン」という。）を参考と

して、各社の実情に応じて規定してください。 

①高齢顧客の定義 

慎重な勧誘による販売を行う必要があると考えられる顧客の範囲を、年齢を基準として定義し

てください。この時、目安として、75 歳以上の顧客を対象とし、その中でもより慎重な勧誘に
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よる販売を行う必要がある顧客を 80 歳以上の顧客とすることが考えられます。 

また、本ガイドラインの対象外とすることが可能な顧客、その具体的な判断方法や手順を社内

規則において定めてください。 

→考え方は、「２．高齢顧客の定義」を参照してください。 

②高齢顧客に勧誘可能な商品の範囲等 

役席者の事前承認を得なくても高齢顧客に勧誘可能な商品の範囲を定めてください。その範囲

外となる商品の勧誘を役席者の事前承認により可能とする場合は、その手続きや条件について

も定めてください。 

→考え方は、「３．高齢顧客への勧誘による販売商品」を参照してください。 

③勧誘場所や方法に応じた勧誘 

対面（外交）・電話・店頭それぞれの場所、方法に応じて定めてください。 

→考え方は、「４．勧誘を行う場所、方法」を参照してください。 

 ④取引内容の連絡・確認と継続的な状況把握 

取引内容の連絡・確認と継続的な状況把握について、リスクベースにより「顧客」、「頻度」、「方

法」、「連絡・確認と状況把握を行う者」を定めてください。 

→考え方は「５．取引内容の連絡・確認と継続的な状況把握」を参照してください。 

 ⑤モニタリング 

  上記②から④の手続等についてモニタリングを行うことを定めてください。 

  →考え方は「６．モニタリング」を参照してください。 

 

Ｑ３：2021 年８月に本ガイドラインが改正されましたが、社内規則もそれに合わせて改定する必要

はありますか。 

Ａ：2021 年８月の本ガイドラインの改正では、本ガイドラインの対象外となる高齢顧客の考え方や、

約定後の連絡の方法等の変更及び継続的な状況把握の考え方などについて記載を追加しました。

これらの改正内容に照らし、現行の社内規則につき本ガイドラインの考え方に沿わない、規定す

べき事項を充足していない等の箇所があれば改定を行うことが考えられます。 

他方、現在の社内規則が改正後の本ガイドラインの考え方に沿っており、かつ規定すべき事項

を充足している場合には、改定の必要はありません。 

 

２．高齢顧客の定義 

Ｑ１：「高齢顧客」の定義は、どのように定めるべきですか。 

Ａ：直接募集等規則第６条の３の制定の目的は、高齢顧客への勧誘による販売を行うに当たっての

適正な投資勧誘等を確保することにあります。慎重な勧誘による販売を行う必要があると考えら

れる高齢顧客の範囲を、年齢を基準として定めてください。年齢の目安としては、75 歳以上の顧

客を対象とし、その中でもより慎重な勧誘による販売を行う必要がある顧客を 80 歳以上の顧客

とすることが考えられます。  

なお、取引代理人制度を定めている場合は、口座名義人だけではなく、取引代理人が高齢であ

る場合についても、社内規則の対象とする必要があると考えます。また、口座名義人が高齢顧客
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であり、取引代理人が高齢でない場合については、各社の代理人制度の実情に応じて規定してく

ださい。 

 

Ｑ２：高齢顧客への勧誘による販売に関して、社内手続きを定める場合、すべての高齢顧客につい

て同じ手続きとする必要はありますか。 

Ａ：高齢顧客の過去の投資経験や職業その他の経歴、健康状態等により、留意すべき事項は異なる

ものと考えます。他方、一般的には年齢を重ねるとともに身体の衰えが生じることにかんがみれ

ば、社内手続きの設定に際しては、年齢が上がるごとに、段階的により慎重な勧誘による販売を

行う必要があると考えます。 

具体的には、目安として 75 歳以上と 80 歳以上の２つの年齢を基準として、より慎重な勧誘に

よる販売を行うための手続きを設ける必要があると考えます。詳しくは、本ガイドラインの「３．

高齢顧客への勧誘による販売商品」以降の考え方を参考としてください。  

ただし、年齢は一定の目安としては機能するものの、絶対的な基準となるものではなく、顧客

の記憶力及び理解力等や収入、保有資産の状況によっては、年齢を問わず本ガイドラインの対象

外とすることが考えられます。 

例えば、下記①及び②の要件をいずれも満たす場合には、担当役員等（※）の承認を得て、本ガ

イドラインの対象外とすることも可能と考えます。 

※ 担当役員から権限を委譲された役席者を含みます。以下同じ。 

① 記憶力及び理解力等が十分であること 

支店長等の役席者が顧客属性、金融リテラシーや投資意向を十分に把握したうえで、一定

のサイクルで面談等を行い、例えば下記のような観点で確認し、前回確認時と比べて、投資

判断を行うに足りる記憶力及び理解力等が維持されていることが継続的に確認できる顧客 

○記憶力に関する本人との直接対話等による確認例 

・直近で取引した商品・銘柄、保有資産の評価損益、入出金履歴等を記憶している 

・相場状況や保有している商品の最近の値動きについて、記憶している 

・前回の面談等の際に役席者や本人が話した事柄について、具体的に記憶している 

○理解力に関する本人との直接対話等による確認例 

・相場状況や時事ニュースについて、自身の考えを述べることができる 

・投資に関する考えやリスクに対する認識、保有している商品の特徴について的確に説明

ができる 

・手数料や利回り等、取引に際しての計算能力を有している 

○記憶力・理解力に関する家族との対話や本人の客観的な状況からの間接的な確認例 

・家族に、顧客本人の記憶力や理解力は十分にあるかを確認できる 

・顧客が記憶力や理解力を必要とする職業・役職又はボランティア等の社会活動に現役で

従事している 

記憶力及び理解力等の確認にあたっては、顧客の属性に応じ、上記に掲げた確認例を参考

に記憶力と理解力のそれぞれについて、可能な限り多くの要素から総合的に検証されること

が望ましいと考えます。 
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記憶力については、その会話等において、顧客の記憶力に問題が生じている、または生じ

始めていると感じられた場合は、本ガイドラインの対象外とすべきではありません。 

理解力については、投資経験、過去を含めた職業や各種資格の保有状況にかかわらず、年

齢とともに低下していく傾向が見られますので、これらの状況に先入観を持たず、上記の確

認結果を十分に検証して判断することが必要です。 

顧客の記憶力及び理解力等を確認するためには、質問に「はい」又は「いいえ」と答えて

いただくだけではなく、できる限り顧客自身に話をしてもらうことが大切であると考えます。

加えて、従来から取引を行っていること等を理由に、簡単な挨拶や短い面談だけで安易に記

憶力及び理解力等を有していると判断することがないよう留意することも必要です。 

なお、上記の確認例はあくまでも例示であり、各社において創意工夫を重ねてより適切な

確認方法を用いることも考えられます。 

② 収入や保有資産の状況に照らして問題ないこと 

最新の顧客カード等適切な方法により顧客の収入や保有資産の状況を把握したうえで、支

店長等の役席者が顧客の最新の収入や保有資産の状況において、取引のリスクも勘案し、取

引を継続するに足る十分な収入や保有資産を有していることを確認した顧客 

 

なお、例えば、現在会社経営者、役員等である高齢顧客について、支店長等の役席者が一定の

サイクルで接し、顧客属性、金融リテラシーや投資意向を十分に把握した場合は、上記①及び②

を満たすと考えられるため、担当役員等の承認を得て、本ガイドラインの対象外とすることも可

能と考えます。 

また、本ガイドラインの対象外とした高齢顧客についても、当該高齢顧客が、過去に投資経験

のない商品の買付けや従来の投資金額に比して急に金額が大きい買付けを行おうとする場合や、

収入や保有資産の状況に著しい変化があった場合、又は記憶力及び理解力等について投資判断に

支障が生じる可能性のある変化が確認された場合には、支店長等の役席者が、必要に応じて顧客

の投資意向や記憶力及び理解力等を再度確認するなど、慎重な対応を行う必要があると考えます。 

 

３．高齢顧客への勧誘による販売商品 

Ｑ１：社内規則において、高齢顧客への勧誘による販売が可能な商品を限定する必要がありますか。

また、勧誘を伴わない高齢顧客の自発的な注文については制限する必要はありますか。 

Ａ：価格変動が大きな商品や、複雑な仕組みの商品又は換金性が乏しい商品を高齢顧客に勧誘によ

り販売する際には、その適合性について留意する必要があります。 

従って、適合性の原則に基づいて、高齢顧客に勧誘しても問題がないと考えられる商品の範囲

をできるだけ具体的に定めたうえで、それ以外の商品（以下、本ガイドラインにおいて「勧誘留

意商品」という。）について勧誘を行う場合には、役席者の事前承認を得る等、所定の手続きや条

件を定めて慎重に対応する必要があると考えます。 

なお、本ガイドラインでいう「勧誘」とは、「個別商品の買付けに関する説明」をいうものとし

ます。 

勧誘を伴わず、高齢顧客が勧誘留意商品を自ら選択し、「銘柄」及び「数量又は金額」を指定し
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て購入を希望する場合には、本ガイドラインに基づく手続きや条件の対象とする必要はないと考

えます。 

しかし、高齢顧客から、例えば「投資信託を買いたいのだが、何かお勧めの商品はないか。」と

の質問に対して、具体的な勧誘留意商品を示して説明することは勧誘に該当すると考えられます

ので、所定の手続きや条件に従って対応する必要があることに留意する必要があります。 

 

Ｑ２：所定の手続きや条件にかかわらず、高齢顧客への勧誘による販売が可能と考えられる商品に

はどのようなものがありますか。 

Ａ：価格変動が比較的小さいこと、仕組みが複雑ではないこと及び換金性が高いことなどに該当す

る、次のような商品が考えられます。 

① 国債、地方債、政府保証債等 

② 普通社債（いわゆるＳＢ） 

③ 「公社債を中心に投資し、比較的安定的な運用を指向する」投資信託（※） 

※ 「公社債を中心に投資し、比較的安定的な運用を指向する」投資信託の該当性は、投資信

託の目論見書に記載された「ファンドの目的・特色」等を参考に各社において判断してくだ

さい。 

④ 通貨及び当該通貨建ての有価証券の流通量、当該通貨のボラティリティ、売買スプレッド

の大きさや顧客の認知度並びに当該国の経済実態や資本規制等を勘案し、知名度や流動性

を有するとして投資信託等正会員が社内規則で規定する通貨建ての上記①②③に相当する

債券及び投資信託（※） 

※ 通貨について各社で判断することとなりますが、例えば、2021 年３月現在、米ドル、ユ

ーロ、オーストラリアドルなどは、これに該当すると考えます。 

 

取引所金融商品市場又は外国金融商品市場に上場されている、又は上場される株式、転換社

債型新株予約権付社債、ＥＴＦ・ＥＴＮ（レバレッジ型及びインバース型を含む。）、ＲＥＩ

Ｔ、新株予約権証券及び有価証券関連市場デリバティブ取引等（上場先物・オプション取引）

については、価格変動リスクが比較的大きいものの商品性が広く周知されていることや時々

刻々の価格変動に合わせた取引ニーズも存在することなどから、一律に勧誘を制限することに

は馴染まないと考えられます（なお、信用取引、新株予約権証券の売買その他の取引及び有価

証券関連市場デリバティブ取引等（上場先物・オプション取引）は、日本証券業協会「協会員

の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」第６条に基づく当該取引に関する投資勧誘規則に従う

必要があります。）。 

また、値動きが日経平均株価（日経 225）や東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の変動率に一致する

よう設計された投資信託についても、当該指標が広く知られており、価格変動についての情報

も得やすい商品であることから、同様と考えられます。 

従って、これらの商品（各社において、上記のうち、例えば国内商品に限定する考え方、ある

いは、上記の商品に該当していても信用リスクが高いものは対象外とする考え方等もあり得ると

考えられます。）については、本ガイドラインで示す勧誘留意商品の対象とする必要はないと考え
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ます。 

なお、これらの商品に関する高齢顧客との取引についても、社内規則において勧誘による販売

に関する所定の手続きや条件の対象となる商品とすることを妨げません。その場合は、円滑な取

引にできる限り支障が出ないように工夫しておくことが望ましいと考えます。 

 

Ｑ３：高齢顧客には勧誘留意商品の勧誘を一切行ってはいけないのですか。役席者が事前承認する

ことにより勧誘してもよいのですか。また、その場合、役席者はどのような点に留意して事前承

認を行えばよいのですか。 

Ａ：十分な投資経験と投資資金を保有し、勧誘留意商品への投資を望んでいる高齢顧客もいらっし

ゃいます。このような顧客に対しては、投資意向等を十分に確認のうえ、必要な投資情報の提供

等を行ってよいものと考えます。 

しかし、高齢者は健康状態に変化が生じることもあり、また、普段接している担当営業員から

は理解力等に問題がないように思えても、別の者の目で見ると言動に不安な点が見られることも

あり得ます。 

そこで、担当営業員が高齢顧客に対して勧誘留意商品の勧誘を行う場合には、勧誘の都度、役

席者の事前承認を得る必要があると考えます。この手続きは、目安として 75 歳以上の顧客を対象

に含むようにしてください。 

役席者の事前承認は、単に担当営業員からの申告だけで判断するのではなく、役席者自らが高

齢顧客との面談や電話での会話（あわせて「面談等」という。）により、健康状態や理解力等を確

認し、勧誘の適正性を判断したうえで、行う必要があると考えます。 

面談等は、勧誘の都度又は顧客の属性等に応じて実施時期（サイクル）を定める等して実施す

ることが必要であると考えます。 

面談等における確認事項としては、例えば次のものが考えられます。 

・健康状態に問題はないか 

・会話がかみ合うか 

・理解力に問題はないか（金融商品に関する理解度） 

・投資意向はどうか  等 

面談等の際に上記の確認を怠ったり、面談等が可能であるにもかかわらず、挨拶だけにとどま

り、安易に短い電話だけで済ませてしまったりすることがないよう留意することが必要です。 

また、面談等の内容については、記録・保存し、必要に応じてモニタリングに活用する等して

ください。記録については、必ずしも媒体や様式等を新たに定める必要はなく、例えば、電話に

録音機能がある場合は当該録音をもって記録に代えることができると考えます。 

なお、本ガイドラインにおいて、事前承認を行う役席者とは、経験、見識に照らし、自社で定

める一定の役職以上の者を指し、いわゆる管理職者に限定するものではなく、社内組織（課、グ

ループ等のセクション）において実質的に承認権限を有する者であればよいと考えます。また、

事前承認を行う役席者と「４．勧誘を行う場所、方法」において受注を行う役席者が同一の者で

ある必要もありません。各社において、それぞれの場面における役割に照らして、役席者の選定

を行えばよいものと考えます。 
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役席者自身が高齢顧客を担当している場合は、原則として、例えば当該役席者より上位の別の

役席者が事前承認を行うことが望ましいと考えられますが、職務経験等に照らして自社が適正と

認めた一定の役職以上の役席者については、自らが担当する高齢顧客に対して勧誘を行うことに

ついて自らが判断（事前承認）することも認められると考えます。 

 

Ｑ４：役席者の事前承認以外に設定すべき手続きはありますか。また、それはどのような高齢顧客

に適用すべきでしょうか。 

Ａ：高齢顧客に勧誘留意商品の勧誘を行おうとする場合には、Ｑ３のとおり、役席者による事前承

認が必要と考えます。また、高齢者は、一般的に年齢が上がるにつれて、記憶力及び理解力等が

低下する傾向があると考えられますので、役席者の事前承認以外に、勧誘当日の受注の制限や役

席者による受注、担当営業員（勧誘を行った者）以外の者による取引内容の連絡・確認と継続的

な状況把握、当該高齢顧客の取引に関するモニタリング等を行うことが考えられます。 

これらの手続きは、目安として 80 歳以上の顧客を対象に含むようにしてください。なお、役席

者の事前承認に関するモニタリングについては、目安として 75 歳以上の顧客も対象に含むよう

にしてください。 

詳しくは「４．勧誘を行う場所、方法」から「６．モニタリング」を参照してください。 

 

４．勧誘を行う場所、方法 

Ｑ１：外交先で高齢顧客に勧誘留意商品の勧誘を行うためのルールは、どのようなものが考えられ

ますか。 

Ａ：録音機能がある電話での勧誘や、複数の者で同時に対応が可能な店頭での勧誘とは異なり、外

交先で行う勧誘は説明内容や顧客の反応等の応接記録が残りにくいものです。このことが後日「言

った。」「言わない。」等のトラブルの原因となるおそれもあります。そのため、外交時の高齢顧客

やその家族との会話を記録・保存しておく必要があると考えます。例えば、高齢顧客等の了解を

得て、ＩＣレコーダー等に会話を録音することや、帰社後に主な会話内容や高齢顧客等の様子を

記録・保存しておくことなどが考えられます。 

また、説明を受けているときには理解しているつもりだったが、翌日になると覚えていない又

は商品性等が分からないということが生じることもあるようです。そこで、訪問による勧誘の場

合（あらかじめ役席者の事前承認を得ているものとする。この項のＱ２、Ｑ３とも同じ。）は、原

則としてその日に受注を行わず、翌日以降に電話、外交又は店頭により受注することが適当であ

ると考えます。 

この場合、受注は前日以前に勧誘を行った担当営業員ではなく、役席者が行う必要があると考

えます。これは、外交先での勧誘時には商品性やリスクを十分に理解しているように思えた高齢

顧客が、翌日になると勧誘内容を覚えていないということがないか、商品性等が理解されている

かなど、説明内容を十分に理解したうえでの買付けであることの確認が必要であると考えるから

です。  

なお、前日以前に勧誘を行った担当営業員が当該高齢顧客に直接電話をかけてはいけないとい

うことではありません。高齢顧客が１日検討した結果、追加で質問や相談したいこともあると考
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えられますので、まず担当営業員が電話をかけ、質問に回答するなどした後、役席者に電話を代

わって、当該役席者が受注し注文内容の確認を行う等の対応をしてもよいと考えます。 

役席者が高齢顧客に直接電話をかける場合は、高齢顧客から不審に思われたりすることがない

ように、前日以前に勧誘を行う担当営業員が「お取引の内容について、明日以降改めて当社の〇

〇という者が電話で確認させていただきますので、よろしくお願いいたします。」などと、事前に

伝えておくことがよいと考えます。 

なお、受注時の会話内容は録音・記録・保存しておくことが必要と考えられます。 

役席者自身が高齢顧客を担当している場合は、翌日以降に行う受注は別の役席者（必ずしも前

日以前に勧誘を行った役席者より上位にある者である必要はない。）が行えばよいと考えます。た

だし、職務経験等に照らして自社が適正と認めた一定の職責以上の役席者に関しては、自らが担

当する高齢顧客に対して勧誘を行い、翌日以降も自分で受注を行うことを認めてもよいと考えま

す。 

翌日以降に電話で受注を行う場合の留意点はＱ２を、店頭で受注を行う場合の留意点はＱ３を

参照してください。また、個別商品の買付けに関する説明を受けた高齢顧客が当日中の買付けを

希望された場合の対応は、Ｑ６を参照してください。 

上記のとおり、外交先で勧誘留意商品の勧誘を行う場合には、原則として当日の受注を行わな

いこととすることが適当であると考えますが、高齢顧客の家族が同席し、一緒に説明をお聞きい

ただき、高齢顧客が勧誘留意商品の購入を希望する場合には、同席した家族から買付けに同意す

る旨を「買付指示書」に署名していただいた後、高齢顧客から当該「買付指示書」を受け入れる

ことで、その場での受注を行ってもよいと考えます。 

なお、高齢顧客との取引に関して家族の同席・同意を得る目的は、ご家族に高齢顧客の様子を

見守っていただき、高齢顧客が当該商品について理解したうえで買付けを行う意向があることを

確認していただくことにありますから、「家族」の定義についてはこの趣旨を勘案して各社におい

て定めればよいと考えます。 

 

Ｑ２：電話で高齢顧客に勧誘留意商品の勧誘を行うためのルールは、どのようなものが考えられま

すか。 

Ａ：電話で高齢顧客に勧誘留意商品の勧誘を行う場合も、外交先での勧誘時と同じく、原則として

即日受注を行うことは適当ではないと考えます。また、対面（外交）とは異なり、一般的には電

話での会話を高齢顧客とその家族と同時に行うことはできません。 

従って、電話で勧誘留意商品を勧誘する場合も翌日以降改めて電話等を行い、前日以前に行っ

た勧誘内容が理解されているかについて確認してから受注することが適当であると考えられます。

この場合、翌日以降の受注はＱ１と同じく役席者が行う必要があると考えます。 

電話での会話は高齢顧客の顔色や動作などを確認することができません。よって、担当営業員

の勧誘内容を高齢顧客が十分に理解しているのかについて確認するためには、「はい。いいえ。」

という返事だけではなく、できる限り高齢顧客自身に話をしてもらうことが大切であると考えま

す。 

さらに、勧誘時や受注時の会話内容を録音・記録・保存し、事後にモニタリングを行ったり、
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後日勧誘等の内容について高齢顧客やその家族から確認依頼があった場合に活用できるようにし

ておくことが必要と考えられます。 

従って、会社の固定電話や携帯電話に録音機能がある場合は、その機能を利用し、担当営業員

個人の携帯電話等での勧誘や受注を原則として禁止するなどを社内規則に定めることが有効であ

ると考えます。 

録音機能がない会社の電話による勧誘の場合も、前日以前に勧誘を行った担当営業員はその場

では受注を行わず、翌日以降に役席者が当該高齢顧客から受注を行うことが適当であると考えら

れます。その理由や留意点等はＱ１を参照してください。 

なお、録音機能のない会社の電話による勧誘や受注を行う場合は、担当営業員及び役席者は高

齢顧客との会話日時や主な会話内容、注文内容などを記録する必要があると考えます。 

記録の方法や、どの程度の内容を記録するかについては、各社の業態や規模、システム等のイ

ンフラの状況等に応じて事後的なモニタリング及び会話内容の確認に必要な範囲において定めれ

ばよいと考えます。 

 

Ｑ３：店頭で高齢顧客に勧誘留意商品の勧誘を行うためのルールは、どのようなものが考えられま

すか。 

Ａ：投資や相談のために来店された高齢顧客が家族を同伴される場合は、Ｑ１の外交時の勧誘の場

合と同様に、同伴した家族から買付けに同意する旨を「買付指示書」に署名していただいた後、

高齢顧客から「買付指示書」を受け取り受注する方法が考えられます。この場合、担当営業員が

一人で受注してもよいと考えます。 

しかし、常に家族の同伴があるとは限りません。その場合は、担当営業員が一人で応対するの

ではなく、役席者が同席し、担当営業員の勧誘内容を高齢顧客が十分に理解しているかについて

確認することが適当であると考えられます。その場合、担当営業員が勧誘した勧誘留意商品の購

入を高齢顧客がその場で希望する場合には、高齢顧客が自署した「買付指示書」を受け入れてお

けばよいと考えます。 

このとき、役席者自身が積極的な勧誘（説明）者になってしまっては同席の意味がありません

ので、役席者はもっぱら担当営業員による適正な勧誘が行われているか、高齢顧客が説明を十分

に理解しているかについての確認を行う者となる必要があります。 

なお、Ｑ１と同じく、店頭での勧誘においても高齢顧客やその家族又は役席者との会話を録音

することや、主な会話や高齢顧客の様子を記録・保存しておくことが必要と考えられます。 

一方、家族の同伴がなく、かつ役席者が同席できない場合、担当営業員はその場では勧誘のみ

にとどめ、翌日以降に電話等で受注することが適当であると考えられます。その場合は、Ｑ２に

準じた対応を行ってください。 

また、役席者の事前承認を受けていない高齢顧客が予約なくお一人で来店され、役席者が在席

していない状況において、当該高齢顧客から勧誘留意商品の買付けに関する説明を求められた場

合には、要請を受けた範囲での勧誘を行ってよいと考えます。この場合、役席者の帰席後に当該

状況について報告し、今後の対応について相談を行ってください。Ｑ５も参照してください。 
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Ｑ４：インターネット取引についても高齢顧客の取引に関する規則を定める必要はありますか。 

Ａ：インターネット取引における高齢顧客の取引に関しての規制については、インターネットによ

り発注する行為そのものではなく、発注の前段階としての直接募集等規則第６条の３に規定する

「勧誘による販売」に該当する行為の有無について考えることになります。高齢顧客がインター

ネットにより発注するか否かにかかわらず、担当営業員が高齢顧客に勧誘留意商品の勧誘を行う

のであれば、当該勧誘行為については、役席者による事前承認等が必要と考えます。 

一方、担当営業員による勧誘後、高齢顧客が自発的な意思によりインターネット取引を選択し

発注する行為については、顧客自身がＩＤとパスワードを入力してログインするとともに、「銘柄」

及び「数量又は金額」を入力して行うものですから、受注に関しては本ガイドラインの適用はな

く、翌日以降の役席者による受注及び約定結果の確認・連絡の手続きは必要ないと考えます。 

また、勧誘前の役席者による承認は受けたものの、翌日以降の役席者による受注等の手続きを

回避するために、担当営業員が高齢顧客をインターネット取引に誘導することが本ガイドライン

の趣旨に反していることは言うまでもありません。役席者による事前承認等を得た、担当営業員

による勧誘を伴う取引が、担当営業員による誘導によりインターネットで発注されていないか等

のモニタリングを実施することが考えられます。 

担当営業員が高齢顧客に勧誘留意商品の勧誘を行わず、高齢顧客がウェブサイト上の表示・サ

ービスに基づき、自発的にインターネット取引を行う場合について、投資信託等正会員が提供し

ているウェブサイト上の表示・サービスは、高齢顧客が行う、検討の開始、商品の選定、情報の

入手、購入の判断の過程において、担当営業員が行う勧誘とは同等・同質の行為でない限りは、

本ガイドラインの適用対象にはならないと考えます。なお、平成 27 年 10 月時点において、上記

に該当する表示・サービスの類型は確認されていません。 

また、現時点で確認できていない新技術等によるウェブサイト上の新たな表示・サービスの類

型については、担当営業員が行う勧誘と同等・同質の行為と認められる場合には、本ガイドライ

ンの適用対象となり得る場合もありますので、ご留意ください。 

 

Ｑ５：小規模の営業所で役席者が常駐していない場合や、高齢顧客から注文を受けた場合に役席者

が不在だった場合は、どのように対応すればよいですか。 

Ａ：Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３のとおり、家族の同席ができない場合、担当営業員が一人で受注するのでは

なく、役席者が高齢顧客の商品内容についての理解力を確認のうえで受注することが必要である

と考えます。しかし、役席者の人数は限られており、常に在席しているとは限りません。その場

合、高齢顧客を長時間待たせることは望ましいとは言えません。 

そこで、小規模の営業所等で生じ得る様々な状況を想定し、高齢顧客との取引を適正かつ円滑

に受注できるようにしておくことが重要であると考えます。 

例えば、課、グループ等のセクションごとに受注する役席者を定める際に、不在時の代行役席

者の順位を定めておくことや、営業所内に役席者が常駐していない場合や代行すべき役席者がい

ない場合には、近隣の営業所や本社・本部組織の役席者が受注できる社内規定を定めておくこと

などが考えられます。 

役席者の役割は、高齢顧客が当該商品について十分に理解していること等について確認したう
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えで受注することにありますから、役席者が不在であるからといって、役席者でない者が受注を

代行することは適正とは考えられません。 

また、当然のことですが、受注行為は外務行為に該当するので、営業役職員の届出を受けてい

ない者が受注を行ってはいけません。 

 

Ｑ６：外交、電話、店頭それぞれのケースで、高齢顧客が勧誘留意商品の勧誘を受けた後、当日中

に買付けを行いたいと希望された場合はどのように対応したらよいですか。 

Ａ：高齢顧客に勧誘留意商品の勧誘を行った場合は、原則として翌日以降に受注することが適当と

考えます。 

しかし、一律の対応によりトラブルになる可能性があることを考慮し、過去に同種の商品への

投資経験がある等、当該高齢顧客が商品内容を十分に理解しており、当日の買付けを要請するや

むを得ない事情がある場合については、上記の手続きの例外として認めることができる場合もあ

ると考えます。 

ただし、例外となるケースを幅広に設定してしまい、高齢顧客への勧誘による販売に関する社

内規則を定めた趣旨が満たされなくなるようなことはあってはいけません。 

例外として認めることができるケースとしては、例えば次のようなものが考えられますが、各

社において自社の業態、規模、顧客分布等に照らして適切な設定を行ってください。 

なお、いずれのケースも、役席者の事前承認を得ていること、かつ、担当営業員において高齢

顧客の健康状態や商品への理解について問題がないことを確認している場合に限られることに留

意してください。 

また、次のケースの場合でも、当該高齢顧客が過去に投資経験のない商品の買付けであったり、

従来の投資金額に比して急に金額が大きくなったりするような買付けを行おうとする場合には、

即日受注の妥当性について、役席者と相談し、必要に応じ役席者が顧客の投資意向を確認するな

ど、慎重な対応を行う必要があると考えます。  

＜即日受注を例外として認めることができると考えられるケース＞ 

・勧誘留意商品の勧誘に当たり、翌日以降の買付けを提案したところ、顧客が商品内容を十分理

解しており、かつ、当日の買付けを要請することにやむを得ない事情がある場合（例えば、翌

日から旅行等で不在となる場合、保有している商品と同一の商品を追加買付けする場合、保有

商品が償還となり、いわゆるロールオーバー（一時的に同一通貨建てのＭＭＦに入金する場合

を含む。）をする場合等） 

 

５．取引内容の連絡・確認と継続的な状況把握 

Ｑ１：目安として 80 歳以上の高齢顧客への勧誘による販売を行った場合、高齢顧客への取引内容の

連絡・確認は、誰が、いつ、どのような確認を行えばよいですか。 

Ａ：目安として 80 歳以上の高齢顧客に対して勧誘留意商品の勧誘及び約定を行う場合には、社内ル

ールに基づき、役席者の事前承認を得て勧誘を行い、原則として、熟慮期間を置いた後に役席者

がその意向を確認したうえで約定を行うこととしています。しかし、高齢顧客はその後の記憶力

及び理解力等や体調の変化により、当該取引に関する認識が不確かなものとなる可能性もありま
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す。 

そこで、勧誘を行った担当営業員以外の者が、当該高齢顧客に取引内容について連絡・確認す

ることにより、当該高齢顧客が当該取引を行ったことについての認識の確認を行うべきと考えま

す。この取引内容の連絡・確認は、必ずしもすべての高齢顧客に対して一取引ごとに行う必要は

なく、当該高齢顧客の属性や取引状況等を勘案し、リスクベースで顧客、頻度、方法（記録方法

を含む）、行う者を社内規則等で定めて行えばよいと考えます（注１）。 

なお、取引内容の連絡・確認は担当営業員以外の者が行う必要がありますが（注２）、担当営業

員が当該高齢顧客に役席者等から連絡がある旨を事前にお伝えすることや役席者等の訪問や架電

に際して同席する等は問題ないものと考えます。 

また、取引内容の連絡・確認において、当該高齢顧客が約定内容のすべて又は一部を覚えてい

ない、あるいは認識が異なる（「買うとは言っていない。」等）ことが判明した場合は、直ちに内

部管理責任者等に報告し、対応について相談する必要があると考えます。 

（注１）この取引内容の連絡・確認は、Ｑ２の継続的な状況把握と同じ機会に行うことも考えら

れます。ただし、その場合には、Ｑ２に記載のとおり顧客管理や取引の適正性について適切

な判断ができる者が行う必要があり、例えば、日々の顧客管理、取引管理の一環として内部

管理を行う者が行うことも考えられますし、勧誘時に事前承認を行う営業担当の役席者が行

うことも考えられます。 

（注２）役席者自身が高齢顧客を担当している場合は、原則として、別の役席者がこの取引内容

の連絡・確認を行うことが望ましいと考えられますが、職務経験等に照らして自社が適正と

認めた一定の職責以上の役席者については、自らが担当する高齢顧客に対してこの取引内容

の連絡・確認をすることも認められると考えます。 

 

Ｑ２：高齢顧客に対し、継続的に状況把握を行う必要がありますか。また、継続的な状況把握を行

う場合、どのように行えばよいですか。 

Ａ： 高齢顧客は、記憶力及び理解力等や体調の変化のサイクルが比較的短く、また、キャッシュフ

ローや保有資産の変動、投資方針の変化についてより慎重な配慮が求められることから、投資信

託等正会員において継続的に状況を把握する必要があると考えられます。 

継続的な状況把握において確認する事項としては、例えば、次のような確認を行うことが考え

られます。 

（ア）高齢顧客が、自身の取引及び保有商品の現状（時価、評価損益、市況環境等）について

十分に認識しているか、不満はないかを確認する。 

（イ）高齢顧客の健康状態及び投資判断に係る記憶力及び理解力等の状況・変動の傾向につい

て確認する。 

（ウ）高齢顧客のキャッシュフローや保有資産の状況に変化はないか、今後の投資方針に変わ

りはないかを確認する。 

上記（ア）から（ウ）の確認を踏まえ、ガイドラインの対象とされている顧客について追加的

な対応が必要ないかを検討すべきと考えます。 

また、継続的な状況把握は、内部管理を行う者又は営業担当の役席者等、顧客管理や取引の適
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正性について適切な判断ができる者が行う必要があります（※）。 

なお、継続的な状況把握について、 

①当該高齢顧客の属性や取引状況等を勘案し、リスクベースで顧客、頻度、方法（記録方法を

含む）、行う者を社内規則等で定めて行えばよいと考えられること 

②担当営業員が事前に連絡することや同席することが問題ないと考えられること 

 は、取引内容の連絡・確認（Ｑ１）と同様です。 

また、Ｑ１の取引内容の連絡・確認は、継続的な状況把握と同じ機会に行うことも考えられま

す。 

※   役席者自身が高齢顧客を担当している場合は、原則として、当該役席者より上位の別の営業

担当の役席者等が行うことが望ましいと考えられますが、職務経験等に照らして自社が適正と

認めた一定の職責以上の役席者については、自らが担当する高齢顧客に対して継続的な状況把

握を行うことも認められると考えます。 

 

６．モニタリング 

Ｑ１：高齢顧客への勧誘による販売について、モニタリングは必要ですか。必要な場合、どのよう

なことをすればよいのですか。 

Ａ：高齢顧客に関して定めた社内規則が適切に運用されているかについて確認する必要があると考

えます。また、形式的な確認にとどまらず、会話の内容や高齢顧客の反応を確認することにより、

営業姿勢の見直しやトラブルの未然防止につながる効果も期待できると考えます。 

モニタリングは、①取引が所定の承認・約定プロセスに則って行われているか、②適合性や合

理性の観点から不適切な取引はないかを主な点検項目として、各社の業態や規模等の実情に応じ

て実施し、例えば支店で実施する日次、月次の点検及び一定期間ごとの検査・監査等を組み合わ

せて実施することが考えられます。 

具体的には、取引内容の確認、通話録音の再生、応接記録の参照、受け入れた「買付指示書」

等の確認等が考えられます。また、内部管理責任者やその他役席者等が高齢顧客にヒアリングす

ることも有効な方法であると考えられます。 

 

Ｑ２：取引内容の確認とは、どのようなことをすればよいのですか。 

Ａ：高齢顧客との取引について、例えば約定日ごとの取引内容をモニタリングすることは重要です。

当該高齢顧客との過去の取引の頻度、金額、商品、預り資産等に照らし、突然高額の取引を行っ

ていたり、わずかな期間に売買を繰り返したりしているケースなど疑問を感じる取引がないかを

点検し、必要に応じて通話録音や受注記録等（以下「通話録音等」という。）を確認することによ

り、高齢顧客に何か重大な変化が生じていないか、合理性のある取引か、強引な勧誘を行ってい

ないか等を検証することができるものと考えます。また、ある時点における取引を見るだけでは

なく、時系列で見たときに合理性のある取引であるかとの観点から検証することも大切です。 

 

Ｑ３：社内規則の遵守状況の確認は高齢顧客の取引すべてについて行う必要がありますか。 

Ａ：担当営業員が適切な勧誘を行っているかについては、高齢顧客が行う勧誘留意商品の取引すべ
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てについて通話録音等の確認を行うことが望ましいと考えます。しかし、現実にはすべての通話

録音等を確認することは困難な場合もあると思われます。そこで、通話録音等のモニタリングは

検証すべき対象となる顧客や取引を取引内容の確認結果や顧客属性等、一定の基準を定めて抽出

したうえで行うことが考えられます。例えば、次のような取引の中から抽出することが考えられ

ます。 

① 高額な取引や特に複雑な商品の取引 

② 特に年齢の高い顧客の取引 

③ 取引頻度の高い取引等 

なお、上記に該当する取引だけを確認するのではなく、一部は無作為に高齢顧客をサンプル抽

出するなどして、一定期間内において、多くの担当営業員の取引が対象となるよう工夫すること

も有効であると考えます。 

 

Ｑ４：通話録音等の保存義務はありますか。保存する場合、何年間保存すればよいですか。 

Ａ：通話録音等は担当営業員等が正しく社内規則を履行しているかの確認（モニタリング）の目的

にとどまらず、後日高齢顧客やその家族から、取引当時の状況について質問等を受けた場合の確

認資料として活用できるものと考えられますので、各社の実情に応じて十分な保存期間を定めて

おくことが望ましいと考えます。 

 

７．社内規則で定めた手続きに従って対象外とした顧客への対応 

Ｑ１：社内規則で定めた手続きに従って対象外とした顧客について、どのような対応を行えばよい

ですか。 

Ａ：社内規則で定めた手続きに従って、本ガイドラインの対象外とした高齢顧客であっても、時間

の経過に伴い、記憶力及び理解力等に変化が生じることもあります。また、金融資産の状況や投

資方針等が大きく変化していることもあり得ます。 

したがって、社内規則で定めた手続きに従って対象外とした顧客の取引等も継続的に観察を行

い、取引内容に著しい変化が見られた場合や、突然大量の入出金や損失の発生等があった場合に

は、内部管理部門の者又は当該者が指名する役席者等が、当該高齢顧客の状況確認を行う等し、

状況に変化が見られた場合は、対象外顧客から通常の手続きが必要な顧客に戻す等の対応を行う

ことが必要と考えます。 

以 上 

 

 

附 則 

この改正は、平成 28 年 10 月 13 日から実施する。 

＊改正箇所は、次のとおりである。 

 ４．勧誘を行う場所、方法 Ｑ４のＡ 

 

附 則 
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この改正は、令和３年８月１日から実施する。 

＊改正箇所は、次のとおりである。 

  ・１．Ｑ２①④及びＱ３、２．Ｑ２、３．Ｑ１及びＱ４、５．表題及びＱ１を改正 

  ・５．Ｑ２を削除し同Ｑ２を新設、７．を新設 

 

附 則 

この改正は、令和８年４月１日から実施する。 

＊改正箇所は、次のとおりである。 

  ・１．Ｑ２、３.Ｑ２④、４.Ｑ４、５.Ｑ２を改正 

 


